
狭 あ い 道 路 の 拡 幅 整 備 に 関 す る 取 扱 い 要 領  

第 １  目 的  

  こ の 取 扱 い は 、 建 築 主 等 の 理 解 と 協 力 の 下 に 、 建 築 基 準 法 （ 昭 和  

２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ４ ２ 条 第 ２ 項 に 規 定  

す る 狭 あ い 道 路 を 拡 幅 す る こ と に よ り 、 安 全 で 安 心 な 居 住 環 境 の 確 保

と 災 害 に 強 い ま ち づ く り の 推 進 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

第 ２  定 義  

 １  狭 あ い 道 路  法 第 ４ ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 道 路 で 、 幅 員 が １ ． ８

メ ー ト ル 以 上 ４ メ ー ト ル 未 満 の も の を い う 。  

 ２  建 築 主  狭 あ い 道 路 に 接 す る 敷 地 （ 以 下 「 敷 地 」 と い う 。 ） に 建  

  築 物 を 建 築 し よ う と す る 法 第 ２ 条 第 １ ６ 号 に 規 定 す る 建 築 主 を い う 。 

 ３  所 有 者 等  敷 地 に つ い て 所 有 権 、 借 地 権 そ の 他 土 地 に 関 す る 権 原  

  を 有 す る 者 を い う 。  

 ４  後 退 用 地  敷 地 と 狭 あ い 道 路 の 境 界 線 と 、 法 第 ４ ２ 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ り 道 路 の 境 界 線 と み な す 線 と の 間 に あ る 土 地 を い う 。  

 ５  隅 切 り 用 地  狭 あ い 道 路 が 他 の 一 般 交 通 の 用 に 供 さ れ る 道 と 同 一

平 面 で 交 差 し 、 若 し く は 接 続 し 、 又 は 屈 曲 す る 箇 所 で 通 行 上 後 退 す

る こ と が 適 当 と 思 わ れ る 三 角 形 の 土 地 を い う 。  

 ６  拡 幅 整 備  後 退 用 地 及 び 隅 切 り 用 地（ 以 下「 後 退 用 地 等 」と い う 。）  

を 避 難 上 及 び 通 行 上 の 支 障 が な い 道 路 形 態 に 整 備 す る こ と を い う 。  

第 ３  市 の 責 務  

  市 は 、 こ の 取 扱 い に よ る 狭 あ い 道 路 の 拡 幅 整 備 に 関 す る 施 策 の 普 及  

そ の 他 狭 あ い 道 路 の 拡 幅 整 備 を 促 進 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る も  

の と す る 。  

第 ４  建 築 主 等 の 責 務  

  建 築 主 及 び 所 有 者 等 （ 以 下 「 建 築 主 等 」 と い う 。 ） は 、 狭 あ い 道 路  

の 拡 幅 整 備 の 必 要 性 を 理 解 し 、 そ の 実 施 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と  

す る 。  

第 ５  事 前 協 議  

 １  建 築 主 は 、 次 に 掲 げ る 行 為 の ３ ０ 日 前 ま で に 、 後 退 用 地 等 に 関 し



 

 

市 長 と 協 議 （ 以 下 「 事 前 協 議 」 と い う 。 ） を 行 う も の と す る 。  

  ⑴  法 第 ６ 条 第 １ 項 （ 法 第 ８ ８ 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）    

の 規 定 に よ る 確 認 の 申 請 書 の 提 出  

  ⑵  法 第 １ ８ 条 第 ２ 項（ 法 第 ８ ８ 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）

の 規 定 に よ る 通 知 の 提 出  

 ２  事 前 協 議 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 行 う も の と す る 。  

  ⑴  後 退 用 地 等 の 範 囲 に 関 す る こ と 。  

  ⑵  後 退 用 地 等 の 権 原 に 関 す る こ と 。  

  ⑶  後 退 用 地 等 の 形 態 及 び 維 持 管 理 に 関 す る こ と 。  

  ⑷  後 退 用 地 等 の 工 事 に 関 す る こ と 。  

  ⑸  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

 ３  建 築 主 は 、 事 前 協 議 を 行 お う と す る と き は 、 狭 あ い 道 路 拡 幅 整 備   

事 前 協 議 書 （ 第 １ 号 様 式 ） に 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し て 市 長 に ２    

部 提 出 す る も の と す る 。  

  ⑴  案 内 図  

  ⑵  公 図 の 写 し  

  ⑶  現 況 平 面 図  

  ⑷  敷 地 及 び 後 退 用 地 等 の 求 積 図  

  ⑸  土 地 の 登 記 事 項 証 明 書 （ 後 退 用 地 等 を 市 に 寄 附 し よ う と す る 場

合 に 限 る 。 ）  

  ⑹  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 ４  市 長 は 、 事 前 協 議 が 終 了 し た と き は 、 狭 あ い 道 路 拡 幅 整 備 事 前 協   

議 済 通 知 書 （ 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 、 建 築 主 に 通 知 す る も の と す る 。  

 ５  建 築 主 は 、 １ の 各 号 に 掲 げ る 行 為 を す る 際 、 狭 あ い 道 路 拡 幅 整 備

事 前 協 議 済 通 知 書 の 写 し を 添 付 す る も の と す る 。  

第 ６  拡 幅 整 備 等  

 １  市 長 は 、 事 前 協 議 の 結 果 、 次 に 掲 げ る 事 項 の い ず れ に も 該 当 す る

場 合 は 、 狭 あ い 道 路 の 拡 幅 整 備 及 び そ れ に 伴 う 測 量 業 務 （ 以 下 「 拡

幅 整 備 等 」 と い う 。 ） を 行 う こ と が で き る も の と す る 。 た だ し 、 市

長 が 特 に 整 備 の 必 要 が あ る と 認 め た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  



 

 

  ⑴  後 退 用 地 等 が 市 街 化 区 域 （ 都 市 計 画 法 （ 昭 和 ４ ３ 年 法 律 第 １ ０

０ 号 ） 第 ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 市 街 化 区 域 を い う 。 ） 内 の 認 定 市

道 沿 い で あ る こ と 。  

  ⑵  後 退 用 地 等 に つ い て 建 築 主 等 か ら 市 に 寄 附 す る 旨 の 申 し 出 が あ

り 、 市 長 が こ れ を 受 納 す る 見 込 み で あ る こ と 。  

  ⑶  当 該 拡 幅 整 備 等 が 第 １ に 掲 げ る 目 的 に 資 す る も の で あ る と 認 め

ら れ る も の で あ る こ と 。  

  ⑷  当 該 拡 幅 整 備 等 が 営 利 を 目 的 と し た も の で な い こ と 。  

 ２  市 長 が 行 う 拡 幅 整 備 等 は 、原 則 と し て 以 下 に 掲 げ る と お り と す る 。 

  ⑴  後 退 用 地 等 及 び 敷 地 の 測 量  

  ⑵  後 退 用 地 等 の 分 筆 及 び 所 有 権 移 転 登 記  

  ⑶  後 退 用 地 等 の 舗 装 及 び 境 界 見 切 壁 の 設 置 工 事  

 ３  市 長 が 行 う 拡 幅 整 備 の 構 造 基 準 は 、 別 紙 に 定 め る と お り と す る 。 

第 ７  適 用 除 外  

  こ の 取 扱 い は 、次 に 掲 げ る 者 が 建 築 主 等 で あ る 場 合 に つ い て は 、 適

用 し な い 。 た だ し 、 市 長 が 公 益 上 必 要 と 認 め た 場 合 に つ い て は 、 こ の

限 り で な い 。  

  ⑴  都 市 計 画 法 第 ２ ９ 条 に 規 定 す る 開 発 行 為 を 行 う 者  

  ⑵  法 第 ４ ２ 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定 に よ り 道 路 の 位 置 の 指 定 を 受 け

よ う と す る 者  

   附  則  

１  こ の 取 扱 い は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 取 扱 い は 、 施 行 の 日 以 後 に 第 ６ の １ の ⑴ か ら ⑶ ま で に 掲 げ る 行  

為 を 行 う 者 に つ い て 適 用 す る 。  

   附  則  

１  こ の 取 扱 い は 、 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 取 扱 い は 、 施 行 の 日 以 後 に 第 ５ の 事 前 協 議 を 行 う 者 に つ い て 適  

 用 す る 。  

   附  則  

１  こ の 取 扱 い は 、 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



 

 

２  改 正 後 の 狭 あ い 道 路 の 拡 幅 整 備 に 関 す る 取 扱 い の 規 定 は 、 施 行 の 日

以 後 に 行 わ れ た 事 前 協 議 に 係 る 取 扱 い に つ い て 適 用 し 、 施 行 の 日 前 に

行 わ れ た 事 前 協 議 に 係 る も の に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

   附  則  

１  こ の 取 扱 い は 、 平 成 ２ ８ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  改 正 後 の 狭 あ い 道 路 の 拡 幅 整 備 に 関 す る 取 扱 い の 規 定 は 、 施 行 の 日

以 後 に 行 わ れ た 事 前 協 議 に 係 る 取 扱 い に つ い て 適 用 し 、 施 行 の 日 前 に

行 わ れ た 事 前 協 議 に 係 る も の に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

   附  則  

１  こ の 取 扱 い は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

１  こ の 取 扱 い は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 



 

 

別 紙 （ 第 ６ 関 係 ）  

 

拡 幅 整 備 の 構 造 基 準  

1 舗 装 の 端 部 構 造  

⑴  舗 装 の 端 部 に 舗 装 止 が 必 要 と な る 場 合 は 、 見 切 壁 を 施 工 す る も の

と す る 。  

⑵  見 切 壁 工 の 構 造 は 天 端 幅 １ ５ cm、高 さ ３ ０ cm ま で と す る 。た だ し 、

協 議 の 上 や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合 に つ い て は 、 こ の 限 り で な

い 。  

⑶  見 切 壁 工 の 施 工 位 置 そ の 他 の 舗 装 の 端 部 構 造 に 関 す る こ と に つ い

て は 、 建 築 主 等 と 市 と の 協 議 に よ り 決 定 す る も の と す る 。  

２  隅 切 り の 構 造  

⑴  狭 あ い 道 路 が 他 の 一 般 交 通 の 用 に 供 さ れ る 道 と 同 一 平 面 で 交 差 し 、

若 し く は 接 続 し 、 又 は 屈 曲 す る 箇 所 に つ い て は 、 や む を 得 な い 場 合

を 除 き 、 隅 切 り を 設 け る も の と す る 。  

⑵  隅 角 を 挟 む 辺 長 は 等 辺 を 原 則 と す る 。  

⑶  隅 切 長 は １ ｍ 以 上 と す る 。  

３  舗 装 の 構 造  

⑴  原 則 と し て 、 表 層 は 密 粒 度 ア ス コ ン （ １ ３ ） ｔ ＝ ５ ｃ ｍ 、 上 層 路

盤 は 粒 調 砕 石 （ Ｍ ３ ０ ） ｔ ＝ １ ０ ｃ ｍ 、 下 層 路 盤 は 再 生 下 層 路 盤 材

ｔ ＝ １ ５ ｃ ｍ と す る 。  

⑵  舗 装 止 が な い 場 合 等 で 、 道 路 以 外 の 宅 地 を 舗 装 す る 場 合 は 、 最 小

限 の 幅 と し 、 官 民 境 界 位 置 は 、 金 属 鋲 等 で 明 示 す る も の と す る 。  


